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   議事日程第３号       第２回定例会 

   令和５年６月２６日（月）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第３号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○柏倉信一議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第３号によって進め

てまいります。 

 

一 般 質 問 

 

○柏倉信一議長 日程第１、引き続き一般質問を

行います。 

  通告順に質問を許します。 

 

 一般質問通告書   

 令和５年６月２６日（月）                        （第２回定例会） 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

１１ 

 

 

 

 

 

１２ 

 

 

自治会の運営につ

いて 

 

 

 

 

熱中症対策の推進

について 

 

（１）地域コミュニティーを維持するた

めの支援について 

（２）自治体広報誌の配布、会費の集

金、募金活動などの遅滞について 

（３）いつでも支払い可能な納付につい

て 

（１）熱中症対応マニュアル等の情報発

信について 

（２）高齢者の熱中症予防を進めるた

め、福祉関係者との連携について 

（３）エアコンの整備や点検の推進につ

いて 

（４）電気代の高騰に伴う低所得者等に

１２番 

古 沢 清 志 

市 長 

 

 

 

 

 

市 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

対する支援について 

１３ 

 

 

 

 

 

１４ 

さがえっ子の輝く

未来、明日への希

望を実感できる

「真」の学校施設

整備について 

 

新第６次振興計画

における東部地域

の都市計画再開発

と安全安心の住み

よいまちづくりに

ついて 

（１）学校施設整備計画改定に係る素案

と骨子の公表について 

（２）山形市、長井市など小規模校存続

方針に対する見解について 

（３）部活動改革と学校施設休日開放に

ついて 

（１）道の駅寒河江さくらんぼ会館の再

整備について 

（２）新商業施設の周辺整備について 

（３）新病院、広域消防、警察署等との

調整について 

（４）土地区画整理事業について 

（５）国道バイパスのフラワーロードに

ついて 

１０番 

渡 邉 賢 一 

教 育 長 

 

 

 

 

 

市 長 

１５ 左沢線活性化策 

 

（１）Ｓｕｉｃａ利用可能駅の拡大策 

（２）ＪＲ東日本及び県との協議 

１５番 

荒 木 春 吉 

市 長 

 

 ※表内の文字表記は実際の通告書に基づき掲載しております。 

 

 

古沢清志議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号11番、12番について、

12番古沢清志議員。 

○古沢清志議員 おはようございます。公明党の

古沢清志です。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

  地方統一選挙後、初めての議会であります。

選挙を通じて当選させていただき、また市民の

方の負託を得たことに対しまして、この場をお

借りしまして感謝と御礼を申し上げる次第であ

ります。改めて身の引き締まる思いであります。

市民の皆様に対しては選挙中に公約したことを

一つ一つ丁寧に実行してまいる所存ですので、

執行部におかれましてもよろしく御指導賜りま

すようお願い申し上げます。 

  それでは、通告に従い、順次質問させていた

だきます。 

  通告番号11番の自治会の運営について質問さ

せていただきます。 

  現在、人口減少と高齢化により自治会等の地

域住民の支え合いによる組織が弱体化し、地域

コミュニティーを維持することが難しくなって

いるように思います。例えば、市内に引っ越し

てきても町内会には入らないとか仕事が忙しく

自治会には交ざれない等々、いろいろ理由をつ

けては地域活動に入らない傾向があるように思

います。核家族化が進み、家族の支え合いの機

能が低下し、孤独や孤立の問題も深刻化し、職

場での家族的なつながりも薄れるなど、私たち

を取り巻く社会環境が急激に変化する中で、安

全に安心して暮らせる地域を守る自治会等の役

割は非常に大きいと思います。 

  そこで、質問させていただきますが、今日の

自治会等の地域コミュニティーの弱体化につい
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てどのような認識を持っているのか、また、地

域コミュニティーを維持するための支援の必要

性についてどのように考えているのか、お伺い

いたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  古沢議員から自治会の運営ということで地域

コミュニティーについての御質問をいただいた

ところでありますが、まず、寒河江市の人口、

世帯数の状況についてお話をしたいと思います

が、人口構造の推移という点から見てみますと、

住民基本台帳のほうで平成29年４月と令和５年

４月、要するに５年間の比較をしてみますと、

ゼロ歳から14歳までの若年人口というんですか

ね、は8.2％減少しています。また、65歳以上

の高齢者人口は2.9％増加をしている、この５

年間でですね。そういう状況でありますので、

御指摘のとおり少子高齢化が進展をしていると

いう状況が見られるわけであります。 

  一方、人口と世帯数の変化を見てみますと、

これも平成29年４月と令和５年４月の比較です

けれども、人口は４万1,537人から３万9,823人

ということで５年間で減少しているんですが、

世帯数は１万3,831世帯から１万4,580世帯とい

うことで、世帯数が増加をしているという状況

になっています。そういったことから、人口が

減って世帯数が増えているわけですので、核家

族化、それから単身世帯などが増えている状況

が見られるというふうに思います。 

  そして、この５年間でも生活様式の多様化な

どが進んでいるという状況にありますし、御案

内のとおりコロナ禍によってさらにそれが顕著

になってきた。そして、地域のつながり、結び

つきが、希薄化が少なからず進んでいるのでは

ないかというふうに思いますし、以前の状況に

回復していく、戻ってくるというのはなかなか

難しいというふうに考えられますので、御指摘

のようなコミュニティーの弱体化を認識をせざ

るを得ない状況かというふうに思います。 

  そして、地域コミュニティーの中でもとりわ

け町内会の活動というのが一番身近なわけであ

りますけれども、町内会の役員を決める際にも、

地域住民の皆さんが高齢化している、あるいは

定年の延長などもあって、そういう社会情勢も

変化していることなどによって、引き受けてく

れる方がいなくて困っているというような声も

大分以前から比べると多くなってきていますし、

それならば１年ぐらいでも何とか引き受けてく

れないかなどということが言われて、実際１年

で交代している町内会というのは、令和５年度

では51.2％になっているわけであります。 

  成り手がいない要因の一つには、町会長の業

務が多岐にわたって負担が大きいという御指摘

もあるのも認識しているところでありますので、

市としても負担軽減に向けて引き続き協力をし

てまいらなければならないというふうに思いま

す。 

  また、負担軽減に対しては、市では地域担当

職員制度というのを設けております。町内会活

動が円滑に進むように、地域課題解決に向けて、

地域と行政をつないで関係機関と連絡調整を行

う職員制度を設けて支援をしているところであ

りますので、ぜひこういう制度も活用していた

だいて様々な取組を行って、町会長さんの業務

などが少しでも簡略化できるところはないのか

ということで、今後とも町会長連合会のほうと

も十分連携してまいりたいというふうに考えて

おります。 

  いずれにしても、市としては、地域コミュニ

ティーを維持していくというためにさらにどの

ような支援があるのか、他の自治体の状況など

も参考にしながら研究、検討していきたいとい

うふうに考えているところであります。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 ありがとうございます。市長の

ほうから、様々な支援をこれから模索して、い
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ろんなところと調べ合いながら支援をしていた

だけるということをお聞きしまして、大変あり

がたく思っております。 

  実は、市としてあまり役員の高齢化はなって

いないというふうに市民生活課の課長からお聞

きしましたけれども、実際現場に入ってみると、

上がってくるまでの過程といいますか、プロセ

スが非常に難しいところがあるんですね。前ま

では輪番でなっていてかなっていたようなとこ

ろも、もう高齢化で出せないと。コロナ禍を通

じましてなかなかこういうのが難しくなってき

たような感じがありましたので、町内会におき

ましてもいろんな苦労もされておりますので、

その辺も市としてお酌み取りいただければなと

いうふうに思います。 

  役員の高齢化と固定化により、自治体広報紙

の配布や会費の集金、募金活動が滞る例もない

のでしょうか、本市の現状についてお伺いいた

します。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ただいま古沢議員からもありま

したが、データ的に言いますと、先ほどから比

較しています５年間の比較などを見ると、平成

29年と令和５年の役員の方の平均年齢などを見

ると、以前は66.4歳、令和５年は65.6歳という

ことで、データ的にはほだい変わりない、要す

るに進んでいるというわけではありませんが、

ただ、個別に見るといろんな地域の実情なんか

もあって、そういったことが、なかなか成り手が

いない、役員に対する成り手がいないという状

況があるんだというふうにも認識をしています。 

  一方、固定化ということになると、何か同じ

人がずっとして、ほかの人が成り手がいなくて

同じ人がずっとしているのではないかというよ

うな印象があるんですけれども、これもデータ

的に見ると、平成29年と令和５年とでは、以前

は18.8％、これが３年以上町会長を経験されて

いる方は29年だと18.8％、令和５年だと14.6％

ということで、長くしている人が逆に少なくな

っているような傾向にあります。印象は違いま

すけどね。データ的にはそういうふうになって

います。 

  いろんな形で、今、205町会あるわけであり

ますので、一般的な評価だけでなくて、それぞ

れ町会によっていろんな実情があって状況が違

いますから、それぞれ我々としてもその町会町

会の実情なんかをお聞きしながら、市としても

支援できるところ、あるいは考えていかなけれ

ばならないところを、対応をこれからいろんな

機会を通じて情報収集しながら検討していきた

いというふうに考えているところであります。 

  令和５年は206ではなくて205町会でありまし

た。失礼しました。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 市長から答弁いただきましたけ

れども、長くやっている人は少ないようにお聞

きしましたけれども、実際は、例えば衛生組合

の人だったら大体３人か４人ぐらいで毎年回っ

ているような、次、順番順番。結局、固定化に

つながっているような現状なんですね。そうい

うことも含めまして、この人は衛生組合の人と

か、この人は体育部員とか、そういうふうな固

定化につながっておりますので、この辺も何と

か打開できればなというふうな町会のほうでも

感じがございます。 

  年度が新しくなる４月、５月、６月は配布物

も多く、様々な納金も次々に町内会長のところ

に届きます。最近では銀行の閉鎖も多く、非常

に混み合います。銀行での納金は時間がかかり、

手間がかかります。できればコンビニ支払いの

ようないつでも支払い可能な納付はできないも

のか、お伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 コンビニでの支払いという御質

問でありますが、コンビニでの支払いというの

は、コンビニはいろいろ至るところにあるとい
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うことで、納付場所を自分で選べるわけですし、

また都合のいい時間帯に納めることができると

いう、利便性が高いわけであります。 

  そういった関係で、寒河江市におきましても、

市・県民税、それから軽自動車税または介護保

険料、それから後期高齢者医療保険料、上下水

道料金などについて、既にコンビニエンススト

アでの支払い、納付が可能になっているところ

であります。 

  現在、町会長さん方には、日本赤十字社の会

費や赤い羽根の共同募金など、年間を通して11

項目ほどの各種集金や募金などをお願いしてい

るところでございます。市が納付窓口となって

ハートフルセンターなどで受付をしているわけ

でありますけれども、社会福祉協議会、それか

ら町会長連合会、各種福祉団体などが集金元に

なっております。そういった関係で、コンビニ

エンスストアの支払いを選択していただけるか

どうかというのは、手数料などのコスト増加も

含めて各種団体での御判断ということになろう

かというふうに思います。 

  いずれにしても、一気に解決とはいかない課

題かとは思いますけれども、将来に向けてその

利便性を高めるための納付方法については、各

団体とも検討を進めていきたいというふうに考

えております。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 町会の会計を担当されている方

はほとんど会社員の方が多くて、なかなか会社

を休んでまでも半日潰すことができないという

ような方が非常に多くいるわけでありますので、

今後、各種団体との協議も含めまして、なるべ

く速やかに納付できますようよろしくお願いし

たいと思います。 

  現在の自治会活動は戦前からの流れで進行し

ております。新しい時代にみんなが参加できる

自治会活動を願うものであり、御近所付き合い

が円満になることを願う次第であります。 

  次に、通告番号12番の熱中症対策に対しまし

て質問させていただきます。 

  気候変動の影響により国内の熱中症死亡者数

は増加傾向が続いており、近年では年間1,000

人を超える年が頻発するなど、また、今年５月

の熱中症での救急搬送者は昨年同月を上回りま

した。特に高齢者は発症リスクが高く、万全な

対策が必須です。熱中症にかかる人は自然災害

による死亡者数をはるかに上回っています。ま

た、今後、地球温暖化が進行すれば極端な高温

の発生リスクも増加すると見込まれ、我が国に

おいて熱中症による被害がさらに拡大するおそ

れがあります。 

  こうした状況を踏まえ、今後起こり得る極端

な高温も見据え、本市におきましても、高齢化

が進むにつれ、熱中症発生の予防を強化するた

めの取組を一層強化することが必要と考えます。

熱中症から地域住民の生命を守るための取組の

推進について伺います。 

  熱中症は適切な予防や対処が実施されれば死

亡や重症化を防ぐことができます。そこで、熱

中症は人の命に関わることであることから、熱

中症対応マニュアル等の作成や、暑さ指数の認

知度向上や行動変容につながる情報発信も必要

かと考えますが、本市の現状をお伺いいたしま

す。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 熱中症対策に関しましては、国

のほうでは環境省が2022年の３月、去年の３月

ですね、熱中症環境保健マニュアルを保健活動

に従事する関係者に向けて作成をしているとこ

ろであります。また、学校に向けては、環境省

と文部科学省合同で出されている「学校におけ

る熱中症対策ガイドライン作成の手引き」とい

うのがありますが、それに基づいてマニュアル

が作成をされて対策が取られているという状況

にあります。 

  寒河江市でも熱中症対策マニュアルなどを作
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成してはどうかというような御質問でございま

すが、市においては、一応７月が熱中症予防強

化月間というふうになっているわけであります

が、その前に、国からのリーフレットなどを基

にして、市民に分かりやすく適切な情報を市独

自にまとめて発信をしているところであります。

今年も６月20日号の市報などで熱中症は予防が

大切ですということで記載をしておりますし、

またホームページなどに掲載をして情報発信を

しているところであります。 

  加えて、熱中症のリスクが高いと言われてい

る乳幼児、それから高齢者の方に対しては、乳

幼児健康診査や介護予防教室などでもリーフレ

ットなどを配付して、広く知識の普及啓発や注

意喚起を行っているところであります。こうい

う子供さん向けのパンフレットでありますとか

一般的なパンフレットでありますとか、そうい

うものをそれぞれ作らせていただいて注意喚起

を行っているところであります。 

  それから、御質問に暑さ指数についての御指

摘がありましたが、暑さ指数というのは、熱中

症予防を目的に、温度、湿度、輻射熱の３つを

取り入れた、人体、体と外気との、熱の関係を

示した指数ということでありますが、暑さ指数

を気にかけることも熱中症予防対策というふう

になります。以前、市報でも掲載し周知を図っ

たところでありますけれども、まだまだ認知度

は低いというふうに思われますので、ホームペ

ージへの掲載などで引き続き情報を発信してま

いりたいというふうに考えているところであり

ます。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 様々な形で情報発信はされてい

るというふうにお伺いしましたので、今後も継

続してお願いしたいと思います。 

  高齢者の熱中症に対する予防への意識を醸成

するための取組について伺います。 

  厚生労働省の人口動態統計によれば、熱中症

が原因で亡くなった人の80％以上が65歳以上の

高齢者です。また、脳卒中や糖尿病、認知症な

どの基礎疾患のある方は身体機能がさらに低下

しているので、リスクは一層上昇するそうです。 

  熱中症を予防するためには、脱水と体温の上

昇を抑えることが基本であると言われています。

そこで、熱中症で亡くなる方の多くを占めてい

る熱中症弱者と呼ばれる高齢者の皆様に、熱中

症予防のための行動を意識していただくことも

重要です。高齢者の皆様は暑さや喉の渇きに対

して敏感ではなくなっているケースもあります。

消防庁の調査によると、熱中症による救急搬送

者の約５割が高齢者となっております。高齢者

の熱中症を予防していくためには、介護や福祉

部門の関係者が一体となって対策を的確に進め

る必要があります。 

  そこで、高齢者の皆様への効果的な熱中症予

防を進めるために、介護や福祉部門の関係者と

連携しどのような取組を進めているのか、お伺

いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 昨年、令和４年の西村山管内の

熱中症搬送人員というのは48名でございます。

西村山全体ですね。その７割が65歳以上の高齢

者であったということであります。 

  御指摘のとおり、高齢者の方は熱中症になり

やすい身体状況であるというふうに言われてお

りますし、また、体温調節に関係する体の水分

量は成人で約60％、高齢者で約50％と言われて、

これは年齢とともに低下しているところになっ

ております。また、先ほどありましたが、加齢

によって暑さや喉の渇きに対する感覚が鈍くな

っている、鈍くなっているんですね。体に熱が

たまりやすくなると、こういうふうにも言われ

ております。 

  一方、日常的に適度に体を動かしている高齢

者の方は、暑さに対する対応能力といいますか

ね、耐える性質を持っているというふうに言わ
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れております。つまり、日頃から適度に体を動

かして適切な食事を取るなどということで、暑

さに負けない体づくり、体力づくりが必要だと

いうふうになるわけであります。 

  現在、民生児童委員の方、地域福祉推進委員

の方、それから地域包括支援センターや介護支

援専門員の方々などと連携をさせていただいて、

高齢者の見守り、それから支援をいろいろさせ

ていただいておりますが、今後も、リーフレッ

トなども提供しながら、一層、熱中症予防対策

の知識の普及啓発、それから注意喚起を一緒に

なって進めていければというふうに思っている

ところであります。高齢者のための熱中症対策

などということで、そういうパンフレットも作

らせていただいておりますから、こういうもの

をお配りして、そして認識をしてもらって、一

人でも多く対応できるようにしていければなと

いうふうに思います。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 一人でも多く対応していきたい

という発言がありましたけれども、私の近所で

も今年に入りまして独居老人が一人で亡くなっ

ていたという例もありまして、やはり常々近所

を見回っていかないとそういうふうな目に遭っ

てしまうんだなという痛ましい死亡がありまし

たので、ちょっと付け加えておきました。 

  高齢者世帯等のエアコンの整備や点検を促す

取組について伺います。 

  いざ高温になったとき、エアコンを入れても

動かないとか、エアコンのフィルターが汚れて

いて部屋が冷えないとか、エアコンのトラブル

が命に及ぶ危険性もあります。熱中症による救

急搬送者における発生場所の７割が室内となっ

ています。特に独り暮らしの方は、発症すると

応急処置が遅れる可能性があります。熱中症の

予防のために、外出が難しい高齢者世帯等のエ

アコンの点検や整備の推進も必要であると思い

ます。 

  また、脱炭素化の観点も組み入れたエアコン

のクリーニングなどの普及促進等も重要と考え

ます。 

  そこで、エアコンの整備や点検の推進に向け

積極的な勧奨も必要かと思いますが、市長の見

解をお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 日常生活の中で暑さに対する居

住環境を整える工夫というのも、熱中症予防に

とっては大変大事なことになってきております。 

  熱中症は御案内のとおり室内や夜間でも多く

発生しているというふうに言われておりますし、

独り暮らしの高齢者の方あるいは高齢者世帯の

方については、小まめに水分を取るということ

はもちろんでありますけれども、先ほど御指摘

ありましたが、フィルターの手入れなども含め

てエアコンの上手な使い方や換気、また、エア

コンが苦手な方というのが高齢者の方に結構多

いのでありますけれども、そういう方は扇風機

やすだれなどを使って涼しくする工夫などの情

報提供ですね、これもパンフレットなどにも記

載しておりますけれども、様々な機会を通して

注意喚起をしていきたいというふうに思います。 

  寒河江市におきましては、高齢者の皆さんが

安全安心に暮らしていけるような取組をこれま

でもさせていただいております。１つには、高

齢者等見守りサービスということで緊急通報装

置の貸出しでありますとか、自宅を訪問し、直

接顔を合わせて声がけをしてお渡しをする一人

暮らし高齢者あんしん訪問サービス、これは乳

酸菌飲料の配達であります、とかふれあい配食

サービスなどの福祉サービスを実施しておりま

す。いつもと変わらないのかなどということで

安否確認を実施しておりますけれども、さらに

近所の方の声かけ、あるいは新聞、郵便の配達、

それから電気・ガスメーターの検針などの見守

りネットワークなどの体制も取らせていただい

ているところであります。 
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  しかしながら、先ほど御指摘ありましたが、

独り暮らしの方が亡くなって、しばらくたって

から発見されるなどという本当に痛ましい出来

事があるわけでありますので、我々としては、

そういうことは今後絶対なくさなきゃいかんと

いうふうに思います。一人も取り残さない、そ

ういう対策あるいは施策を今後も取っていかな

ければならないというふうに思います。 

  市としては、今後ともできるだけ細かな対応

を広げて、地域でさらに声がけなどをしながら

見守り、一人一人が安全安心に暮らしていける

よう、さらに一層まちづくりを推進していかな

ければならないというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 市長から力強い御答弁をいただ

きまして、大変うれしく思います。 

  電気料金が高騰する中で、エアコンの利用を

控えたりする方も少なくないと思います。特に

熱中症弱者と呼ばれる高齢者の皆様は、節約へ

の意識が高い方も多いと思います。そこで、熱

中症特別警戒情報が発令されたときに、ちゅう

ちょなくエアコンのスイッチを活用できる環境

の整備も必要かと思いますが、今回の補正予算

にも盛り込まれておりましたし、22日の太田陽

子議員に対しても、低所得者等に対して約

3,000世帯の方に地方創生臨時交付金が支給さ

れるなど適切な支援がなされるなど、市長から

答弁をいただきましたので、（４）については

質問とはいたしませんが、速やかに市民の方に

届けていただきますよう要望させていただきま

す。 

  今月10日には県内でも３人の方が救急搬送さ

れ、２人が中等症、１人が軽症であったことが

新聞に掲載されておりました。近所の高齢者に

も気遣いながら、市民の方が安全に暮らせるよ

う私たちも注意してまいりたいと思います。 

  以上で一般質問を終了いたします。ありがと

うございました。 

 

渡邉賢一議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号13番、14番について、

10番渡邉賢一議員。 

○渡邉賢一議員 改選後、離合集散の末、新会派

を結成した、さわやか・立憲クラブの渡邉賢一

であります。９年目、全回となる33回目の御質

問をさせていただきますが、今回は貴重な１日

目を新人議員や初めて選挙を経験された議員に

お譲りしたつもりでございました。残念ながら

全員とはならなかったようですけれども、他方、

新庄市議会では、当選した８人の新人議員のう

ちの７人が名刺代わりの一般質問を行ったとい

うことでございます。さすがだなというふうに

思いました。 

  さて、沖縄が昨日梅雨明けしたとのことです

が、６月23日は沖縄戦から78回目の慰霊の日で

ございました。昨夜はＮＨＫスペシャルを御覧

になった方も多いと思います。発掘された米軍、

アメリカ海兵隊の戦闘記録として、通信兵が30

時間録音した生々しい爆音と肉声、すさまじい

映像は、まさに残酷で狂気の極み、地獄と化し

た琉球列島の記録でありました。 

  米軍54万人の総攻撃を受け、日本軍10万人が

奇襲作戦など壮絶な迎撃で立ち向かいました。

集団自決など犠牲になった一般住民は９万人以

上。日本兵のほかに米兵や外国籍の人々、全体

で20万人もの貴い命も失われ、沖縄の土となっ

ているのでございます。ここに謹んで哀悼の誠

をささげますとともに、御遺族の皆様に心から

お悔やみ申し上げます。 

  沖縄戦で犠牲を強いられた県民、兵士の遺骨

が今もなお数多く残されており、戦後78年を迎

えた今でも戦没者の遺骨収集が行われています。

本県出身の将兵等も、32連隊に所属し、1945年

８月28日まで降伏せず、沖縄南部で本土防衛の

ために最後まで戦い、776名、本市では36名の
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貴い亡きがらが沖縄の土になっています。戦没

者の貴い犠牲の上に平和を享受してきた私たち

が、戦争の犠牲となった人々の遺骨の眠る土砂

を基地建設の埋立て等に使うことは人道上許さ

れることではなく、本来であれば戦没者の遺骨

は遺族の元にこそ返されるべきであり、あって

はならないことでございます。昨年の３月議会

に県民代表からこの請願が出され、残念ながら

全会一致で本議会での採択とはならなかったこ

とに今も怒りを禁じ得ません。 

  さて、このたびの市議会議員選挙は、私にと

って８年ぶり２回目の選挙戦でありました。新

人候補の気持ちで、命と暮らし、そして子供た

ちの学びを守ると御訴えさせていただきました

が、本当に多くの市民の皆様の温かい御支援を

いただき、３期目も引き続き議員という重責を

担わせていただくこととなりました。 

  直前まで候補者の名前が出そろわず、市民の

関心は薄れるばかりでした。選挙戦では、投票

率が８年前の62.12％から51.56％まで急降下す

る中で、私は、得票率は前回の7.95％を若干上

回る8.01％と、ほんの僅かではありましたが伸

ばすことができました。改めて身の引き締まる

思いであり、初心に返って市民の皆様から負託

された責任の重大さを痛感するものでございま

す。市民の皆様から拝聴した御意見につきまし

ては、これからの質問項目の中でお伝えしたい

と思いますが、有権者は「どうせ１人しか落ち

ねえんだもん、投票に行こうとは思わない。２

回連続、棚ぼたみたいなもんだどれ」とか「議

員の顔も分からないし、活動も何しったのか全

然分からない」とか「議会の広報紙はいつから

タウン誌みたいに薄っぺらになったんだ」と、

我々議員に対する厳し過ぎる批判の数々を申し

上げなければなりません。罵声も浴びてまいり

ました。 

  私は、2015年に初当選以来、市民、弱者の声

なき声をしっかり届けるとともに、市長の施政

方針、施策に対しましては是々非々の立場で物

を言う議員として取り組んでまいりました。３

期目に当たりましても、そのスタンスはいささ

かも変わりありません。決してぶれることなく、

市民の皆様に約束した選挙公約を実現するため、

誠心誠意、全身全霊邁進する覚悟でございます。

そして、笑顔の花が咲き、人と命が輝く寒河江

の未来を市民の皆様と共に寒河江愛で切り開い

ていきたいと決意を新たにしているところでご

ざいます。市長はじめ執行部の皆様、職員の皆

様には、なお一層の温かい御指導、御支援を賜

りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

  さて、今回の一般質問は、この選挙戦で市民

の皆様に御訴えさせていただきました、学校再

編問題、都市計画、まちづくりの２つでありま

す。通告順に御質問させていただきますので、

誠意ある御答弁をお願いしたいと思います。 

  通告番号13番、さがえっ子の輝く未来、明日

への希望を実感できる「真」の学校施設整備に

ついてでございます。 

  １つ目は学校施設整備計画改定に係る素案と

骨子の公表についてでございます。先日の太田

陽子議員の質問に対する答弁がありましたが、

私は違う視点で御質問をさせていただきます。 

  寒河江市学校再編に関する外部有識者、教育、

まちづくり、建築、環境、防災等に優れた見識

を有する方々の会議について、当初は傍聴者10

人という人数制限でございました。いろんな批

判というか要望などが出されたそうですけれど

も、40人に枠が拡大されたというふうなことで

ございました。この会議開催の情報公開につい

て、どうやって市民から感想や意見を求めるか。

オンラインでということなんですけれども、全

く市民からですね、どうなんだというふうに厳

しく指摘されているところであります。 

  ７月３日の第１回外部有識者会議、図書館の

視聴覚室で、傍聴の受付は先着順、あらかじめ
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定員になり次第終了させていただきますと、資

料配付はありません。傍聴は会場のみとなって

おり、オンラインでの傍聴はないという話です

けれども、なぜハートフルセンターや文化セン

ターが会場でなかったのかということをまず御

指摘したいと思います。 

  また、要領第７条では、外部有識者会議は、

会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成し、

発言者の確認を得た上でホームページに公表す

るというふうなことでありますけれども、資料

配付もなく、オンラインでの公開もされない。

計画改定案も示されない。今回の会議の目的が

非常に不明瞭なものだというふうに思われるの

でございます。 

  加えて、７月29日には「みんなでつくるみん

なの学校」とのタイトルで基調講演が行われる

予定です。前回の質問でも講師の選定について

市民の声をお伝えしましたけれども、東洋大学、

長澤 悟名誉教授が所長である教育環境研究所

は1988年に創業。プラス株式会社、皆さんも聞

いたことがあると思いますけれども、学校家具

や備品の受注を専門にしている会社でありまし

て、この受注にこの名誉教授が関与していると、 

方だというふうに言われております。当然、入

札業者の選定の際、この法人も入ってくると思

われますが、このようなプラス株式会社のセー

ルスマンのような方を講師にしていいのかと、

これも市民は大きな疑問を抱いているのでござ

います。 

  さて、質問ですが、前回も御指摘しました、

計画見直し、改定の内容をできるだけ早く示し

ていただくことが重要でないかということであ

ります。第２回の有識者会議でとのことですけ

れども、本市の学校施設整備、ひいては本市の

さがえっ子の教育を語る上でその素案というも

のが不可欠であることから、市民にどのように

して理解を得ようとしているのかお伺いしたい

と思います。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 おはようございます。 

  ただいま渡邉議員から御質問ありましたけれ

ども、素案等についてお示ししてというふうな

流れについては、先日の太田陽子議員の質問に

お答えしたとおりでございます。 

  また、外部有識者会議につきましては、第１

回目の会議、７月３日に予定しておりますけれ

ども、その会議におきましては、これまでの経

緯、それから現在の計画に対していただきまし

た市民の皆様の御意見等を示させていただいて、

専門の第三者の立場から御意見をいただくと。

そして、その後、改定の素案につきましては、

７月の議員懇談会におきまして皆様にお示しし、

そして有識者会議の皆様にもそれぞれの教育や

環境やまちづくりの分野の視点から御助言をい

ただきまして、そしてそれをまた計画に反映で

きるところは反映いたしまして示していくとい

うような形で、御理解を得ながら進めていきた

いというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 私が納得できないというのは、

前回の一般質問で、タイト過ぎる工程表、スケ

ジュールであるからこそ、早急に示して市民に

混乱のないようにすべきということで強く要望

させていただいたということですけれども、何

も変わっていないということであります。 

  あり方検討委員会後の説明会も不十分。当初

計画に対するパブリックコメント50のうち48が

反対意見であったにもかかわらず、拙速に計画

案を教育委員会で決定し、当時の前教育長が突

然の辞任、教育委員の辞職。教育委員会の議論

も市民にはよく分からない中で説明会が開催さ

れ、どの会場でも参加者がほんの僅かの少人数

で、市民に十分説明されていないのではないで

すか。市民の会においては、見直し請願の

1,180筆、市民の会の要望書を踏まえ、ぜひ見

直し案というのはこうなんだというものを示し
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ていただきたい。一つこれをまた重ねて強く要

望したいというふうに思います。 

  また、先ほどプラス株式会社の関係も申し上

げましたけれども、そうした疑念を持たれるよ

うなところは厳に慎んでいただきたいというふ

うに私からも申し上げたいというふうに思いま

す。 

  ２番、山形市、長井市など小規模校存続方針

に対する見解についてお尋ねします。 

  山形市は、西山形小学校はじめ、100人に満

たない小規模校の新築整備を積極的に進めてい

ます。 

  長井市は、長井市議会６月定例会の中で、現

在６つある小学校を統廃合せず、小規模校でも

複式学級があっても現在のまま維持していくと

いう市長及び教育長の答弁が翌日の山形新聞に

掲載されました。報道によれば、市内小学校を

存続。内谷市長は「複式学級になっても存続し

たい。市内６地区でひとしく持続可能な地域づ

くりを進めるためには、各地区に学校があるこ

とが大きな力になる」、土屋教育長は「小規模

校であることは学力低下に直結せず、むしろ向

上した例もあることから、学校間交流や地域と

の連携強化によりコミュニケーションの機会を

増やし、児童の社会性を育むことが大切だ」と

いうふうに御答弁されているのであります。 

  さて、本市では、少人数学級をなくすため学

校統廃合を進めようとしている計画であり、全

く逆行しているわけでありますけれども、他自

治体のこうした方針につきまして佐藤教育長は

どのようにお感じになっているのか、御所見を

お伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 他自治体の方針それぞれ、

それぞれの自治体のいろんな事情等あっての、

そしていろんな議論を行っての方針だと思いま

す。小学校が複式になっても残すという自治体

もございますし、ほかの自治体では、複式学級

ではなく、もっと大人数での教育が子供たちの

ためになるというふうなことで統合を進めてい

るというふうな自治体もあると思います。 

  小規模校とか複式学級のある学校、中規模校、

そして大規模校、それぞれの規模の学校にそれ

ぞれのよさもございますし、課題もあるという

ふうに思います。例えば、小規模校では、児童

一人一人に目が届きやすいというふうなよさが

ありますが、人間関係が固定化しやすいという

ふうな課題もあります。大規模校では、社会性

やコミュニケーションスキルが培われやすいと

いうよさがありますが、一人一人の活躍できる

場の減少というふうな課題も挙げられておりま

す。そのほか、それぞれの学校規模においての

よい点、それから課題については、これまでも

学校施設整備計画の説明会でお話ししてまいっ

たところでございます。 

  そうした説明会で出された保護者の方々の御

意見には、子供たちに先生方の目が届きやすい

規模の学校がよいというふうな意見や、大規模

校でぜひ切磋琢磨できる環境で学ばせたいとい

うふうな御意見などもあり、保護者の皆様も、

小規模校のよさ、大規模校のよさ、それぞれに

ついて御意見をお持ちの状況でございました。 

  また、学校再編につきましては、地域づくり、

まちづくりという視点も入れて検討すべきだと

いうふうな御意見をいただいております。 

  そこで、先ほどもお答え申し上げましたけれ

ども、まちづくりや環境、建築、防災、教育な

どの専門家の方々による外部有識者会議を開催

し、専門家の視点による御意見をいただきたい

というふうに考えております。そして、これま

でいただきました市民の皆様の御意見やこうし

た専門家の御意見なども踏まえて、子供たちに

とってよりよい学習環境の構築、地域との関わ

り、今後の児童生徒数の推移、事業費等も踏ま

えながら総合的に判断しまして、寒河江市に合

った、寒河江市の子供たちにとってプラスにな
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る学校施設整備計画を進めてまいりたいという

ふうに考えております。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 再三再四申し上げているのは、

大規模校でのいじめや不登校の問題、あとスク

ールバスに頼るということでの通学の不安など、

計り知れないものがあるわけです。 

  私からの提案ですけれども、外部有識者会議

の２回目からでも結構ですけれども、山形市の

金沢教育長、私の同級生です、あと長井市の土

屋教育長に加わっていただいて、ぜひ先進自治

体の画期的な方針と事例を基にした見解を御助

言いただくべきではないかというふうに思いま

す。 

  そして、市民の会の要望書にもあるとおり、

中学校統合については、1,000人規模のマンモ

ス校１校ではないようにという、中規模校の２

校、あと、陵西中学校学区には統合小学校１校

をしっかりと新築して残すこと。少人数学級の

維持に対して、安易な数合わせ、２段階統合な

ど非常に問題があるので、こういったことはや

めてほしいというふうな強い意見がありますの

で、こうした課題についても、きちんと素案の

中でこうしたんだということが見えるようにし

ていただきたいというふうに重ねて要望したい

と思います。 

  ３つ目、部活動改革と学校施設休日開放につ

いての質問です。 

  本市の部活動改革は、今年度、新中学１年生

から学校部活動には任意加入とする。今年から

３年間で地域クラブ活動が成り立つ仕組みを構

築していく。2026年度より学校部活動は平日の

みとし、休日は地域クラブ等で活動できること

を目指すというふうになっているわけでありま

すけれども、ここで質問です。 

  今年度、任意加入となった新中学１年生の部

活動加入状況についてどのように変化してきて

いるのか、現状をお尋ねしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 今年度の新中学生の部活動

の加入状況についての御質問ですので、お答え

したいと思います。 

  今年度より、今御指摘ありましたように、市

内の３つの中学校の新入生の部活動への加入は

任意となりました。市内中学校全新入生361名

のうち、学校の既存の部に加入した生徒は297

名で約82％、外部クラブ等での活動を選択した

生徒は38名で約11％、校内の部活動にも外部の

クラブにも入らなかった生徒は26名で約７％と

いうふうになっております。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ７％ぐらいの方は、任意加入だ

からということで未加入だったということです

ね。 

  次に、中体連の団体競技などへの影響です。

82％の方が今の現在ある部活動に加入されたと

いうことですけれども、団体競技などへの影響

についてお尋ねします。 

  大会出場を断念せざるを得ないと、あるいは

休部、廃部の危機になっているという部はない

のか、学校ごとにお尋ねしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 昨年度から今年度にかけて

の部活動の休部、廃部の状況について御説明い

たします。 

  廃部した部については、陵東中学校の水泳部

とアスリート部です。この２つの部はこれまで

外部で活動する生徒が在籍しており、学校では

トレーニング等を行うだけで、活動自体が少な

かったというふうな部でした。この水泳部とア

スリート部に所属していた生徒は今年度から外

部のクラブで全ての活動を行うというふうな理

由から、廃部というふうになりました。 

  陵南中学校では、科学部、パソコン部、創作

部、美術部を総合文化部に統合して、様々な文

化的な活動ができるように対応をしております。 
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  なお、今年度の春の地区総体に部員不足のた

めに出場を断念したというふうな部活動はござ

いません。ただし、今後は、生徒数の減少や加

入状況が部によって偏りがありますので、そう

したことから、競技によっては、これは昨年度

もあったことなんですけれども、大会へは他の

中学校との合同チームで出場するということも

あり得る状況であるというふうに思います。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 大きな変化がなかった、影響も

少なかったということに安堵しているところで

す。ただ、今後はやっぱり少子化の影響という

ものは出てくるのかなというふうに思いますけ

れども、ぜひ、現場の先生方も大変だと思いま

すけれども、引き続き、子供たちの夢に向かっ

てチャレンジする、そうしたところをバックア

ップしていただきたいなというふうにお願いし

たいと思います。 

  次に、新中学生の運動能力低下についてどう

なっているか、御認識をお伺いしたいと思いま

す。 

  というのも、特にこの３か月間で新入生の自

転車事故が多発しているというふうにお聞きし

ました。私も街頭に立って、４月、５月とピカ

ピカの１年生の自転車に乗っている姿を拝見し

ているんですけれども、もう危なくて見ていら

れない方も中にはいらっしゃいます。学校に来

るときじゃなくて、帰りに何か事故が起きてい

るんだというふうな話までちょっと聞いたとこ

ろがありまして、ぜひ、運動能力の低下によっ

てそうしたところが出てきているのかなという

ふうに、私の推測なんですけれども、それにつ

いての教育長の御見解をお伺いしたいと思いま

す。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 運動能力の低下と自転車事

故の増加というのは、現段階で相関関係がある

云々というのはちょっと私ここで申し上げられ

ません。 

  私もずっと、校長をしておりました７年間、

毎日、交差点等に立って子供たちの通学の様子

を見てまいりました。また、下校時におきまし

ても、事故が多く起きているところに行きまし

て子供たちの下校の様子を見てまいりましたけ

れども、やっぱりどうしても１年生ですと、か

ばんが重かったりというふうなこと、あと自転

車も大きくなったりやというようなことで、ま

だ自転車の乗り方が十分慣れていないといいま

すか、そうしたことでのブレーキがきちんと制

御できなかったりやというようなことで転んだ

りやというようなことがあるのかなというよう

なことは、想像はできるところかなというふう

には思います。 

  児童生徒の運動能力をはかるためには、全国

体力・運動能力調査というのを実施しておりま

すけれども、これは中学１年生ということでは

なくて、小学５年生と中学２年生が毎年行って

おりますので、それに基づいてお答えをさせて

いただきます。なお、令和２年度については、

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、全

国全ての学校でこの調査は実施されておりませ

ん。 

  それでは、これまでの寒河江市の調査結果か

ら分かることについて説明をいたします。この

調査は、50メートル走やソフトボール投げなど、

小学５年生では８種目、中学２年生では９種目

を実施します。全ての種目の結果を総合的に算

出した体力合計点というのがあるんですけれど

も、平成30年度から見れば、令和３年度、４年

度については、どちらの学年でも体力が落ちて

いるというふうな結果となっています。中でも、

持久力が関連する上体起こし、反復横跳び、20

メートルシャトルランでは種目テストの結果が

下がっています。これは全国的な傾向と同じで、

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために

社会全体での行動制限があり、子供たちの運動
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機会が減っていたことが関係しているのではな

いかというふうに推測できると思います。 

  なお、各校では、体力・運動能力調査の結果

を踏まえまして、体力向上に関する１学校１取

組というのを実施していまして、体育の授業に

おいて、例えば雨天時は５分間走を継続したり、

授業の初めに補強運動を取り入れたりして、体

力、運動能力の向上を図っているというふうな

ところでございます。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。 

  運動能力の低下、そして二極化というところ

は、私も以前、体力テストの結果などを踏まえ

て御質問させていただいておりますけれども、

私が今回申し上げたかったのは次の質問です。 

  子供たちの自由な休日の場所。部活動も土日

はないんだよ、学校ではしないよ、あるいは、

小学校も今のような状況で閉鎖だよというふう

なことでなく、休日の場所、居場所をしっかり

提供していただいて、学校施設を開放する、そ

うした検討もすべきではないでしょうか。学校

の施設が使えず、中学校とか小学校の隣でキャ

ッチボールをしたり、道路に出て駐車場でキャ

ッチボール、サッカーをしたりしている親子を

車から見たりしているんですけれども、非常に

危ないです。 

  そうした取組などについて、後で先進事例な

ども申し上げたいんですけれども、教育長はど

のようにお考えかお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤教育長。 

○佐藤志津男教育長 寒河江市立学校の体育施設

の一つであるグラウンドの使用につきましては、

これまでも、平日、休日を問わずに、学校やほ

かのスポーツ少年団等が使用していなければ児

童生徒が利用できるようになっています。実際、

さっきも私、陵南の前を通ったときなんかも、

サッカーをしていたりとか、あとキャッチボー

ルをしているような生徒も見受けられました。

ぜひ有効に利用していただきたいというふうに

思っているところです。 

  また、各学校の屋内運動場を休日開放して運

動できるようにするというふうなことに関しま

しては、子供たちの運動能力の向上を図る上で

大変有意義なことというふうに考えられます。 

  ただ、屋内運動場は社会体育施設として取扱

いされておりまして、現在、小中学校の施設に

つきましては、休日はスポーツ少年団活動や社

会教育団体関係、それから部活動等で多く利用

されていますので、その団体や部活動等との調

整が必要となってまいります。また、開放する

際の鍵の開錠や施錠も含めた施設管理責任者を

どのようにしていくべきかなど、課題となるこ

とも多くあるのも事実です。 

  しかしながら、児童や生徒の運動能力低下を

防止する観点からも、休日について児童や生徒

が個人的に運動する場所の確保は必要であると

いうふうに考えています。 

  また、部活動改革に伴いまして、生徒が活動

する機会や場所の選択肢が増えること等を見据

えて、地域クラブ等の団体が学校のグラウンド

や体育館等を含めた市の社会体育施設をできる

だけ利用しやすいようにする環境づくりや支援

体制について構築していきたいというふうに思

っております。 

  今後、他の自治体の事例なども参考にしなが

ら検討してまいりたいというふうに考えており

ます。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 今回、さくらんぼマラソンのゲ

ストランナーとして来寒された、リオデジャネ

イロオリンピックに出場した関根花観選手のマ

ネジャーであるお母さん、町田市教育委員の方

でしたけれども、この関根さんから先進自治体

の事例を紹介していただきました。 

  それによりますと、町田市の体力向上推進プ

ラン「町田っ子アクティブ・プロジェクト」で
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は、体力向上のパワーアップデーを設定して、

６地区の小中学校などの施設を利用して、楽し

く運動する機会を充実させているのでございま

す。子供の頃から運動嫌いな子をなくしていく

方針から、親子で一緒に運動できる機会づくり、

日常的に運動できる環境づくりや生活習慣の見

直しを行い、健康な心と体をつくっていくプロ

ジェクトです。 

  本市においても、全児童対象の過去にやって

いた陸上大会や水泳大会がなくなり、コロナ禍

で運動の機会が激減したからこそ、ぜひ、先ほ

ど教育長の前向きな答弁もございましたけれど

も、学校の休日開放を進めていただきたい。な

お、教職員の方の働き方改革に逆行しないよう

に、管理職である校長が鍵の施錠をしていただ

くような、そうした取組などもぜひお願いした

いというふうに思います。 

  続いて、次の質問に入ります。通告番号14番、

新第６次振興計画における東部地域の都市計画

再開発と安全安心の住みよいまちづくりについ

てでございます。 

  これは、選挙の際に市民から出された意見と

しまして、東部地域の都市計画や再開発による

安全安心の住みよいまちづくりについて強く望

んでいるのでございます。その一部であります

けれども、順に質問させていただきます。 

  まず、１つ目が道の駅寒河江さくらんぼ会館

の再整備についてでございます。 

  チェリーランド再整備計画にある道の駅さく

らんぼ会館については、これまで様々な方向性

を打ち出してきていると思いますけれども、な

かなか前に進んでこなかったというふうに私は

捉えています。現在の再整備計画の進捗状況に

ついて市長にお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 さくらんぼ会館を含んだチェリ

ーランドについては、令和２年の２月に再整備

計画を策定させていただいて、各施設の整備を

順次進めているところであります。御案内のと

おり、これまで河川敷公園の階段や手すりの整

備を完了したほか、チェリーランドさがえ１階

の総合観光案内所を設置をさせていただきまし

た。また、現在は屋内型児童遊戯施設、それか

ら屋外型宿泊体験施設などの整備を行って、来

年オープンというふうに進めているところであ

ります。 

  さくらんぼ会館について御質問でありました

が、再整備計画においては、地元農産物をはじ

めとする物販スペース、それから飲食スペース、

飲食スペースなどについては今もアイスクリー

ムなんかが有名でありますけれども、などを整

備することに計画ではしているわけであります

けれども、御案内のとおり、コロナの感染症の

拡大があって、大分これまでの観光スタイルな

どに変化も見られてきているということを踏ま

えて、アフターコロナということを見据えて、

今後のさくらんぼ会館が必要とする機能や整備

手法などについて、現在、改めて庁内で再検討

をさせていただいているところであります。も

ちろん、方向性が固まりましたらお示しをする

ことになろうかというふうに思います。 

  そして、チェリーランドさがえ、それからＪ

Ａさがえ西村山など関係機関とも十分協議をさ

せていただいて、早期整備に向けた取組を進め

ていきたいというふうに考えているところであ

ります。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 現在のさくらんぼ会館は、農林

水産省の補助事業で新農業構造改善事業の大き

なメインの事業だったと思います。ぜひ、県で

これから整備しようとしている最上川ふるさと

総合公園とはまたちょっと違うような、特徴の

あるものを目指していただきたいなということ

も出ておりますので、ぜひ再検討ということで

すので進めていただきたいというふうに要望さ

せていただきます。 
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  次に、（２）新商業施設周辺整備についてで

ございますが、これは、西根中川原、前川原地

区に建設が予定されている、現在の状況につい

てお尋ねをしたいというふうに思います。 

  この新商業施設の規模や商店等の種類と内容

など、どのようなものが出ているかということ

で、地元の住民からも非常に関心が高いところ

でございますので、それについてお尋ねをした

いと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 お尋ねの西根地区内に開発が予

定されている商業施設については、開発予定地

の大部分が農用地になっておりますことから、

現在、農用地利用計画変更申請に向けての事前

協議を受けている状況にあります。 

  この施設などの規模や内容に関しては、昨年

11月に事業者が開催いたしました雨水排水計画

に関する地元説明会がありましたが、その資料

によりますと、開発予定造成面積は、ショッピ

ングセンター棟敷地が3.1ヘクタール、ホーム

センター棟敷地が2.3ヘクタールで、それぞれ

同敷地内に複数のテナント等の建設と駐車場の

造成が予定されているようでございます。 

  なお、現時点ではあくまでも事前相談の段階

でございますので、今申し上げた施設などの規

模や内容についても昨年11月時点のものでござ

います。本申請を確認していかないと正確な計

画は分からないという状況でありますので、そ

の点は御理解を賜りたいというふうに思います。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。 

  開業までこれからスケジュールがあると思い

ます。今、市長からありました農振地域除外の

事前協議や農地転用許可、開発行為の認可、大

規模店舗法による認可やそれによる住民説明会

など、順序があると思いますけれども、それに

ついても今後予定されているということで理解

してよろしいのでしょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 一般的に申し上げますと、商業

施設などを開業する際は法令などに基づく様々

な手続が必要でございます。先ほど議員からも

御指摘ありましたが、開発予定場所が農業振興

地域、農用地区域内に該当する場合などは、農

用地区域から除外、いわゆる農振除外をする手

続を行う必要がありますし、県との協議を要す

るということになりますので、通常でも半年を

超える協議期間が見込まれるところであります。

その後、御指摘ありましたが、農業委員会への

農地の転用許可申請、それから県への開発申請

の許可申請並びに建築確認申請など、様々な許

認可を得る必要があります。 

  そのほか、周辺道路の交通量などに与える影

響なども加味して、接続する道路管理者や警察

などとの調整も必要かというふうに思います。

また、大規模小売店舗立地法に基づく県への届

出が必要となる場合は事業内容の調整などが必

要となることも想定され、その場合はさらに事

業開始が延びる場合も考えられるわけでありま

す。 

  また、御指摘がありましたが、何より近隣住

民の方々の御理解をいただくということも大切

な準備の一つではないかというふうに思います。 

  そういった様々な手続を経てようやく着工で

きるということになるわけでありますが、そう

しますと、やはり開業まで相当の期間を要する

ものと予想されるところであります。 

  実際の開業時期に関しましては、先ほど申し

上げました説明会の資料によりますと、事業者

側としては令和７年度中の開業を目指している

ようでございますが、各種の協議の進捗状況、

先ほど申し上げましたとおり多々あるわけであ

りますので、進捗状況次第ではないかというふ

うに考えているところであります。寒河江市と

いたしましては、各種申請があった際には、法

令等に基づき遅滞なく手続を行えるよう進めて
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まいりたいと考えているところであります。 

○柏倉信一議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は11時５分といたします。 

 休 憩 午前１０時５１分  

 再 開 午前１１時０５分  

○柏倉信一議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 市長からは、ショッピング棟は

じめホームセンターなど複数店舗の概要なども

ございましたけれども、この新商業施設の課題

については、当然のことながら中心市街地にも

大きく影響するわけでもありますし、これから

御質問させていただく公共施設や住宅団地整備

などの課題をやっぱり並行に進めていく必要が

あるのではないかなというふうに思います。 

  続いて、（３）新病院、広域消防、警察署等

との調整についてでございます。 

  県と１市４町で、今、新病院の検討が行われ

ているわけですけれども、広域消防についても

本部の移転ということで、１市４町でこれから

協議をしていくんだというふうな予定になって

います。あと、活断層の上にある寒河江警察署

の移転など、そのほか、ここに「等」と書いた

のは、学校再編の問題や新たな商業施設などの

課題なども出てきますので、この調整について、

先日の沖津議員の質問とも関連しますけれども、

令和７年、現在の都市計画マスタープランの変

更に向けて都市計画審議会等で十分調整してい

く必要があると思います。今後その予定は具体

的にどうなのか、お伺いをしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 渡邉議員から今御指摘ありまし

たが、寒河江市においては、今、議会でも御質

問があります小中学校の再編による学校施設整

備計画についての進め方、方針、それから、西

村山の医療提供体制ということで、県と１市４

町による病院の件。さらには、これも御指摘あ

りましたが、消防本部、大分老朽化しているわ

けでありますし、また警察署についても老朽化

もしておりますし、活断層、山形盆地断層帯の

上に立地をしているということで移転の問題な

ども、ほぼ同時期にこうした公共施設の移転と

かあるいは改築とか、そういった話が生じてき

ていることになっておりますので、それぞれの

施設については、当然のことながら跡地利用な

ども含めて十分考慮をしながら、その再配置な

どについて検討していかなければならない、そ

ういう大変大事な時期を迎えているというふう

に思っているところであります。 

  御指摘のとおり、今日は商業施設の御質問で

ありますから商業施設も含めてでありますけれ

ども、現在のマスタープランは令和７年度で最

終年ということでありますから、その次に向か

っての見直しを進めていかなければなりません

ので、当然、今申し上げた公共施設の再配置の

考え方も踏まえながら、それから御指摘の東部

地区も含めた全体的な土地利用について検討し

ていく。そのためには、御指摘のあった都市計

画審議会などにお諮りをして、客観的な視点か

ら十分な審議、調整をしていただきながら進め

ていくことになるというふうに考えているとこ

ろであります。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひ、この課題については本市

だけでないということでいろんな調整が必要か

と思いますので、十分な時間とそうした調整を

お願いしたいというふうに思います。 

  続いて、（４）の土地区画整理事業について

でございます。 

  今進めていただいている内回り環状線、市道

ほなみ団地陵東中学校線の整備と並行して、市

が事業主体となって、ぜひ宅地分譲や民間商業

施設、あと今言った公共施設の土地利用を一体

的に調整していく必要があるのではないかとい

うふうに思います。 
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  都市計画では、内回りの西側というか、そこ

は民間開発というふうなことがあるかと思いま

すけれども、私が申し上げているのは、東側の

住みよい住宅地の整備なども含めた土地区画整

理事業が必要なのではないかというふうなこと

で、市長の御所見をお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御指摘のありました内回り環状

線の内側については、建築基準法の用途地域が

第一種中高層住宅専用地域となっているわけで

ありますので、住宅、共同住宅、さらには床面

積500平方メートル以下の店舗や飲食店等の建

築が可能となっているわけであります。一方、

外側については、現在、用途無指定地域になっ

ているわけであります。 

  マスタープランの地域別構想においては、御

指摘がありましたが、一般住宅ゾーンや商業ゾ

ーンについては、民間主導による新たな宅地の

開発を誘導し、潤いとゆとりのある安全安心で

良好な住宅環境の形成を図るとともに、地域の

活性化と新たな魅力の向上、生活の利便性の向

上を図るということにしているところでありま

すし、また、地域内の活断層による災害被害の

低減を図るために防災と耐震化を進めて、災害

に強い地域の環境整備を図ることにしていると

ころであります。 

  新たなマスタープランの策定に当たっては、

議員御指摘の点も踏まえながら、内回り環状線

の整備と並行して、社会情勢の変化や市民の声

などを十分踏まえるとともに、無秩序な宅地化

を抑制して、内回り環状線周辺の土地の有効利

用を図っていけるよう配慮して策定を進めてい

きたいというふうに考えているところでありま

す。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 今市長からありましたけれども、

やはり経済を活性化するためには、新たなバイ

パスを含めた全体的なバランスを取ってどんど

ん進めていくべきだというふうに思いますので、

よろしくお願いします。 

  最後の質問になります。国道バイパスのフラ

ワーロードについて。 

  本市の市民との協働の象徴、全国的に話題と

なって、これまで国から表彰されてきたすばら

しいフラワーロードの植栽が、残念ながらコロ

ナ禍で中止となっていました。昨年までシルバ

ー人材センターの皆さんの手で、大変酷暑の中

もきれいに整備されていたというふうに私も存

じています。今年は植栽すらされていないわけ

ですけれども、この理由と今後の計画について

御質問させていただきます。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 フラワーロードについては、本

楯、高屋、皿沼地区の皆さんの参加によって

112号沿いへの植栽を実施したのが始まりでご

ざいます。平成18年には推進協議会が発足をし

て、約8,000人の方に協力をいただいて約３万

7,000本の植栽を行って、道路愛護と環境美化

の精神を養い、花いっぱいの美しい寒河江のま

ちづくりに貢献をしてきたところであります。 

  しかしながら、御指摘のとおり、令和２年か

ら４年まではコロナの拡大によって様々な植栽

事業が中止を余儀なくされ、また、少子高齢化

によって人手不足により協議会への参加を辞退

する町会が相次いだことによって、植栽、除草、

水かけなどの作業が年々困難になってきたとこ

ろであります。 

  昨年、令和４年度に推進協議会加盟の町会へ

事業継続に関するアンケート調査を実施したと

ころでありますが、回答のあった62町会のうち、

34町会から事業継続を望まないという御意見を

いただいて、また、17町会からは、外部委託を

するなどの実施方法の見直しを条件に事業継続

を希望するという御意見がありました。 

  これらのことから、従来と同じような事業は

難しいという判断をして、今年度は事業規模を
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縮小いたしまして、市外部からの玄関口や多数

の来客が見込まれる施設の周辺、それから交差

点など６か所に絞って、外部委託やボランティ

ア活動による植栽を実施しているところであり

ます。また、さくらんぼに関するイベントに合

わせて、フラワーロードの草刈りなどの維持管

理を今年は実施をしているところであります。 

  今後のフラワーロードの植栽については、今

年度の実施状況などを十分結果を考慮しながら、

花の種類や植栽箇所の選定に加えて、新たに植

栽に従事してくれる方の募集などについても検

討していきたいというふうに考えているところ

であります。 

  いずれにいたしましても、市といたしまして

は、寒河江市の象徴でありますフラワーロード

の維持は今後とも続けていきたいということで

考えておりますし、何とかそういう努力を皆さ

んのお力もお借りしながら進めていければなと

いうふうに考えているところであります。 

○柏倉信一議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 過去、私ども議会に対しては、

議員懇談会の中でも経過については御報告をい

ただきました。今後の計画については今市長か

らあったと思いますけれども、ぜひ新たな募集

なども通じて維持発展をさせていただきたいと

強く要望したいというふうに思います。 

  結びとなりますけれども、「寒河江の歴史に

誘う要約編 寒河江市史を読む50の切り口」、

佐藤教育長はじめ17人のすばらしい歴史研究家

の皆さんが分担執筆され、今年３月に出版され

た集大成でございます。その36番、白岩の那須

浩二先生が執筆された西洋作物導入とさくらん

ぼ栽培の始まりの中で、石持の本多成允や内楯

の井上勘兵衛とともに、現在も組織されている

私の所属する西根桜桃出荷組合、この記述がご

ざいました。「共同選果㋥」、㋥というのは西根

のニです、この商標のことですけれども、「の

さくらんぼ・山形県の最適地・手入れ百％・小

娘たちが心を込めて並べた一粒選びのさくらん

ぼ・末永く御愛用御願い申します」というふう

に箱詰め作業をしている写真まで掲載していた

だきました。 

  日本一のさくらんぼの里をつくり上げた先人

たちの様々な苦難に比べれば、今の私たちは、

雨よけハウスや高所作業車、乗用草刈り機、宅

配便やネット通販など激変したわけですけれど

も、時代が変わっても変わらないもの、これは、

さくらんぼは心を込めた贈物であり、一粒頬張

ると笑顔になるという愛らしい果物であるから

であると思います。生産者の血と汗と涙の結晶

であるというふうに思います。 

  もう一つ、さくらんぼ議会に当たって、先日

開催されました第47回“さがえ”さくらんぼマ

ラソンには、全国各地から1,800人を超えるラ

ンナーが市内名所を巡るコースを駆け抜け、心

地よい汗をかいて快走していただきました。佐

藤市長も難なく５キロコースを軽々と激走され

たわけでございます。実行委員の一人として、

酷暑の中、多くのボランティアの皆様をはじめ、

大会を支えていただいた皆様に心から敬意と感

謝を申し上げる次第でございます。 

  今後、こうした日本一のさくらんぼの里の学

校、そしてまちづくりに向けて、私も同僚議員

とそして執行部の皆さんと共に全力で取り組ん

でいく決意を申し上げて、私の一般質問を終わ

ります。以上です。ありがとうございました。 

 

荒木春吉議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号15番について、15番荒

木春吉議員。 

○荒木春吉議員 私は、壮風会の一員として、通

告番号15番の左沢線活性化策について質問いた

します。市長の答弁よろしくお願いいたします。 

  まず、（１）Ｓｕｉｃａ利用可能駅の拡大策

について伺います。 
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  2024年４月から開始される左沢線のＳｕｉｃ

ａの利用可能駅が去年７月に公表され、寒河江

高校と寒河江工業の２高校がある西寒河江駅か

ら左沢駅間が利用対象外となった。そこで、左

沢線の利用可能駅の拡大策について伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 荒木議員からＳｕｉｃａの利用

可能駅の拡大策ということで御質問をいただき

ましたが、ＪＲ東日本などが発行するＩＣカー

ド乗車券でありますＳｕｉｃａの利用可能エリ

アの拡大ということについては、これまで寒河

江市が事務局となっておりますＪＲ左沢線対策

協議会というのがあるわけでありますけれども、

この協議会において要望活動をこれまで行って

きたところであります。 

  質問にもありましたが、昨年、ＪＲ東日本か

ら、令和６年春以降に利用が可能となる、左沢

線の一部を含む県内21の駅が公表されておりま

す。これまでは、山形県内においてＳｕｉｃａ

は仙山線の山寺駅と山形駅のみで利用可能でご

ざいましたが、今回、奥羽本線と左沢線の一部

が追加される見込みとなったことは大変利便性

向上に資するものと考えているところでありま

す。 

  しかしながら、左沢線においては、山形駅か

ら寒河江駅までの間においては全駅で利用可能

となるわけでありますけれども、御指摘のあっ

た西寒河江駅から左沢駅までの間は利用可能と

なっていかないということでありますので、大

変残念に思っているところであります。 

  御指摘のとおり、左沢線の利用者の多くは通

学者、高校生が多いわけでありますけれども、

寒河江高等学校、それから寒河江工業高等学校

への登下校においては最寄りの西寒河江駅を利

用している実態があります。また、高松駅での

利用者も多いわけであります。引き続き、ＪＲ

左沢線対策協議会におきまして、左沢線全駅で

のＳｕｉｃａ利用について要望していきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

○柏倉信一議長 荒木議員。 

○荒木春吉議員 第211回通常国会で改正地域交

通法（改正地域公共交通活性化再生法）が４月

に成立し、今年10月施行となった。また、Ｇ７

交通相会合では地方公共交通の在り方が議題の

一つになった。生産性及び採算性と公共性の均

衡が追求され、まちづくりや健康増進への貢献

と期待されている。 

  そこで、（２）のＪＲ東日本及び県との協議

について伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 左沢線を取り巻く状況などにつ

いて若干御説明を申し上げますと、寒河江駅の

乗降者数は平成16年度から徐々に減少してきて

おります。最近では、コロナ禍の影響も受けて

利用者数の減少傾向は一層加速している状況で

ございます。令和元年度からは、寒河江駅から

左沢駅の区間が１日平均2,000人以下の赤字線

区としてＪＲ東日本が公表しているわけであり

ます。 

  寒河江市といたしましては、左沢線の沿線の

関係自治体２市６町で組織しております、先ほ

ど申し上げましたが、ＪＲ左沢線対策協議会と

いうものを、これは昭和56年に組織をしている

わけでありますが、先ほど申し上げましたよう

に利用者の声を反映して毎年要望活動を展開し

ているところでありますし、ＪＲ左沢線の維持

改善、それから利用促進に関する事業などを鋭

意展開してきたところでございます。 

  これまでの取組状況などを若干申し上げます

と、ＪＲお客さま感謝ＤＡＹと連動した特別イ

ベントをはじめ、寒河江駅前でのチェリーマル

シェを継続的に開催しておりますし、６月には、

先般もありましたが、特別列車のさくらんぼ風

っ子号の運行をお願いしているところでありま

す。また、左沢線を利用する高校生サポーター

を委嘱して、マナーアップと利用拡大につなげ
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るための事業を展開してきております。 

  昨年はちょうど左沢線が全線開通をして100

周年という節目の年でありましたので、４月に

左沢駅前でセレモニーを開催し、100周年記念

号として趣のある旧客車を運行させていただい

たところでございます。今年度は近隣の自治体

とも連携をしたツアーなども実施をして、左沢

線を活用した新たな観光需要の創出による利活

用促進を計画しているところであります。 

  いずれにしても、少子化の影響などもあって

年々利用者数が減少していくことが懸念されま

すので、これまで実施してきた事業や新たに取

り組む事業の効果を検証して、さらなる利用拡

大策を検討する必要があるというふうに考えて

いるところであります。 

  なお、県におきましても、各駅を中心とした

まちづくりや観光などによる交流人口の拡大や、

鉄道の利用拡大と地域活性化を実現するために、

山形鉄道沿線活性化プロジェクト推進協議会と

いうものを組織して、各地区ごとにワーキング

グループを設置しております。本市も村山ワー

キンググループに参加をしながら各種事業の検

討を進めておりますので、さらなる利活用促進

に寄与できるものと期待しているところであり

ます。 

  いずれにしても、こういう状況でありますの

で、我々としては、関係自治体、関係団体とも

連携を深めながら、さらに新たな活性化策を検

討していきたいというふうに考えているところ

であります。 

○柏倉信一議長 荒木議員。 

○荒木春吉議員 最後に、初日の沖津さんの質問

に選挙管理委員長が、陵東中でも寒河江工業で

も18歳選挙権の啓蒙教室をやっていると。我が

広報委員会でもおととし、去年と、寒河江高校、

寒河江工業生徒会と、18歳選挙権というか投票

率向上のための話合いを持ちました。その高校

がある西寒河江駅がＳｕｉｃａが利用できない

というのはすごく残念なことだなと私は思って

います。ぜひ協議会を通じて我々の立場をでっ

かい声で主張していただければなと思います。

せっかく選挙管理委員会も我々広報委員会も、

紅顔の美少年を成熟した青年にするために微力

ながらやっているわけですから、高校生の利便

性を高めるための運動は確実にしっかりやって

いただきたいと思います。どうせ来年４月から

ですので、まだ時間はあります。だから、熱意

を持ってＪＲ東日本にぶち当たっていただきた

いなと思っています。 

  今日、さっき副議長から聞いたんですが、我

が市長も左沢線を利用しているということなの

で、通勤に利用していることを聞いたので、ぜ

ひですね、身をもって市長がやっていらっしゃ

るわけですから、我が身を振り返ればそれも一

つの強力な力になると思いますので、ぜひ交渉

には頑張っていただきたいと思います。ひとつ

よろしくお願いします。質問を終わります。 

 

   散    会    午前１１時３２分 

 

○柏倉信一議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 


